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文責：外国専門部長 弁理士 岡部 泰隆 

（２） 統一特許裁判所（UPC）協定の発効までに検討すべき事項

 次に、「統一特許裁判所（UPC）協定の発効までに検討すべき事項」、とりわけ、以下 (i) 及

び (ii) について説明します。 

 (i) UPC発効前であって、かつ、ドイツによる批准書寄託の前後のタイミングで単一特許を取

得したい場合の対応 

(ii) "opt out"を選択する際の検討事項／留意事項 


	記事申込み: 
	公式Twitter: 
	ニュースレター配信申込: 


